
〇香取市建設工事適正化指導要綱

平成26年3月20日 

告示第18号 

(目的)

第1条この告示は、市が発注する建設工事の請負契約の適正化、元請下請関係の合理化、適正な施工体制の確立 

等に関し、必要な事項を定めることにより、建設工事の適正な施工を確保し、建設業の健全な発達を図ることを 

目的とする。

(定義)

第2条この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定・めるところによる。

(1) 建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号.以下「法丨という。)第3条第1項の許可(同条第3項の規庁によ 

る許可の更新を含む。)を受けて建設業を営む者をいう。

(2) 特定建設業者法第3条第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可(同条第3項の規定による許可の更新を含 

む。)を受けた者をいう。

(3) 元請業者下請契約における全ての注文者をいう。

(4) 下請業者下請契約における全ての請負人をいう。

(5) 営業所技術者法第7釜第2号に規定する営業所技術者をいう。

(6) 特定営業所技術者法第15条第2号に規定する特定営業所技術者をいう。

(7) 主任技術者法箋套条第!項に規定する主任技術者をいう。

(8) 監理技術者法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。

(9) 監理技術者補佐 法第26釜第3項笫2号に規定する監理技術者の行うべき職務を補佐する者をいう。

(10) 連絡員 建設業法連行規削(昭和24年建設省令第14号.以下「規第丨という.)第17条の2第1項第3号及び 

第17条の5第1項第3号に規定する監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(当該建設工事が土 

木一式工事又は建築一式工事である場合は、当該工事に関する実務の経験を1年以上有する者に限る。)をい 

う。

(11) 専門技術者法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。

(12) 特定専門工事法第26条の3第2項に規定する特定専門工事をいう.

(13) 市発注工事市が発注する建設工事をいう。

(14) 工事担当課長 市発注工事の指導、監督等に関する事務を所掌する課等の長をいう。

(15) 入札参加資格者香取市入札参加資格者名簿に登録された者をいう。

(書面による請負契約の締結)

第3条市と建設業を営む者との間における請負契約は、少なくとも別表第1に掲げる法第19条第1項各号に掲げる 

事項が記載された書而により締結しなければならない。

2元請業者及び下請業者は、工事の開始に先立って建設工事標準下請契約約款(昭和52年4月26日中央建設業審議 

会勧告)又は同契約約款に準拠した内容をもつ下請契約書により、下請契約を締結しなければならない。

(一括下請負の禁止等)

第4条建設業者は、その請け負った建設工事をいかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わ 

せてはならない。

2建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。

3建設業者は、不必要な重層下請を行ってはならない。

(下請契約の締結の制限)

第5条特定建設業者でなければ、その者が市から直接請け負った建設工事を施工するため、次の各号のいずれか 

に該当する下請契約を締結してはならない。

(1) 下請代金の額が1件で5, 000万円以上(当該特定建設業者が建築一式工事を施工する場合にあっては、8, 000 

万円以上)である下請契約

(2) ー工事で下請契約が2以上になる場合において、その下請契約を締結することにより、下請代金の総額が

5, 000万円以上(当該特定建設業者が建築一式工事を施工する場合にあっては、8, 000万円以上)となる下請契約 

2元請業者は、次の各号に掲げる以外の建設工事を下請に出す場合は、建設業者以外の者と下請契約を締結して 

はならない。

(1) 工事1件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、1,500万円)に満た 

ない工事

(2) 建築一式工事のうち延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事

(技術者の適正な配置)

第6条建設業者は、建設工事の適正な施工を確保するため、建設業者はその請け負った建設工事を施工するとき 

は、当該工事現場に主任技術者を置いて工事施工の技術上の管理を行わなければならない。

2市から直接工事を請け負った特定建設業者は、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額 

が5,000万円以上(当該特定建設業者が建築一式工事を施工する場合にあっては、8, 000万円以上)になる場合にお



いては、前項の規定にかかわらず、当該工事現場に監理技術者を置いて工事施工の技術上の管理を行わなければ 

ならない。

3 建設業法旅行令(昭和31年政令第273号,,以下「令丨という“)第27釜第1項に味•める建設工事(同条第2項に該当 

する場合を除く。)においては、前各項に定める主任技術者又は監理技術者は、当該建設業者と直接的かつ恒常 

的な雇用関係にある者とし、工事現場ごとに専任(他の工事現場に係る職務を兼任せず、常時継続的に当該建設 

工事現場に係る職務にのみ従事するものをいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次に掲げる主任技 

術者又は監理技術者については、この限りでない。

(1) 当該建設工事が次の工から王までに掲げる要件のいずれにも該当する場合における主任技術者又は監理技 

術者

ア当該建設工事の請負代金の額が1億円未満(建築一式工事にあっては2億円未満)となるものであること。

イ 同一の主任技術者又は監理技術者を置こうとする建設工事の工事現場間の距離が、これらの者がその1日 

の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ、ーの工事現場において災害、事故その他事象が発生した場合 

における当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間(片道に要する時間)がおおむね2時間以内であるこ 

と。

ウ当該建設工事の全部又はー•部に締結される下請契約が規則第17条の2第1項第2号に規定する下請契約にま 

でに限られること。

ェ当該建設工事を請け負った建設業者が、連絡員を当該工事現場に置いていること。

オ当該工事現場の施工体制を、当該建設工事を請け負った建設業者の主任技術者又は監理技術者が情報通信 

技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。

カ当該建設工事を請け負った建設業者が、人員の配置を示す計画書請I記第10号様式又はこれに準ずるもの) 

を作成し、当該工事現場に備え置くとともに、当該計画書を規則第28条第1項に規定・する帳簿(規則第26条第 

翅の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)の保存期問と同じ期間営業所 

で保存していること。この場合において、規則第17条の2第1い第5号イから二までに掲げる事項が、電子計 

算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ建設業者において電子計算機その他 

の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもって当該計画書への記 

載に代えることができる。

キ当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況を確認するために必要な映像及び音声の送受信が可能な 

情報発信機器が設置され、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが必要な環境が確保されているこ 

と。

(2) 当該建設工事の工事現場に、監理技術者補佐を専任で置く場合における監理技術者

4前項ただし書の規定は、当該工事現場の数が、令第30条に定める数を超えるときは、適用しない。

5営業所技術者又は特定営業所技術者(以下「営業所技術者等」という。)が当該建設業者と直接的かつ恒常的な 

雇用関係にある者であり、当該建設工事が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、特定営業所技術者は主 

任技術者又は監理技術者の職務を、営業所技術者は主任技術者の職務を兼ねることができる。ただし、第史直及 

び次の各号の併用をすることはできない。

(1)令第27条に該当する建設工事で次のアからクまでに揭げる要件のいずれにも該当する場合

ア営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること。

ィ 当該建設工事の請負代金の額が1億円未満(建築一式工事にあっては2億円未満)となるものであること。

ウ 同一の営業所技術者等を置こうとする建設工事の工事現場と当該営業所との距離が、これらの者がその1 

日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ、当該工事現場において災害、事故その他の事象が発生した 

場合における営業所から当該工事現場との間の移動時間(片道に要する時間)がおおむね2時間以内であるこ 

と。

ェ当該建設工事の全部又は一部に締結される下請契約が規刖第17条の2第1項第2号に規宁する下請契約にま 

でに限られること。

ォ当該建設工事を請け負った建設業者が、連絡員を当該工事現場に置いていること。

カ当該工事現場の施工体制を、当該建設工事を請け負った建設業者の主任技術者又は監理技術者が情報通信 

技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。

キ当該建設工事を請け負った建設業者が、人員の配置を示す計画書(別記第10号様式又はこれに準ずるもの) 

を作成し、当該工事現場に備え置くとともに、当該計画書を規則第28条第1項に規定する帳簿(規則第26条第 

鲤の規定による記録が行われた皿のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)の保存期間と同じ期間営業所 

で保存していること。この場合において、規則第17条の2第1項第5片イから二までに掲げる事項が、電子計 

算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ建設業者において電子計算機その他 

の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもって当該計画書への記 

載に代えることができる。

ク当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況を確認するために必要な映像及び音声の送受信が可能な 

情報発信機器が設置され、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが必要な環境が確保されているこ 

と。



(2) 令第27条に該当しない建設工事で次のアからウまでに掲げる要件のいずれにも該当する場合 

ア営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること。

イ 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接して 

いること。

ウ 当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。

(3) 令第27条に該当しない建設工事で第1号の要件を全て満たす場合(前号・の場合を除く。)

6前項第1号の規宗は、当該工事現場の数が、令第34条に宗める数を超えるときは、適用しない。

7第3項に庁める専任の彰理技術者(同項各号及び第5項に規定”する口理技術者を含む、以下同じ。)は、法第27条 

の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けた者で、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した 

もののうちから選任しなければならない。

8法第26条の3第3項から第8項までの規・庁•を満たしている場合において、特定専門工事の元請業者及び下請業者 

(建設業者である下請業者に限る。)は、その合意により、当該元請業者が当該特定専門工事につき置かなければ 

ならない主任技術者が、その行うべき職務と併せて、当該下請業者が置かなければならない主任技術者が行うベ 

き職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請業者は、主任技術者を置くことを要しな 

い。

(元請業者の義務)

第7条 元請業者は、下請業者が倒産、資金繰りの悪化等により、請負代金及び賃金の不払等を生じさせることの 

ないよう十分指導するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 元請業者は、あらかじめ自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事を施工するため通常必 

要と認められる原価に満たない金額を下請代金の額とする下請契約を締結しないこと。

(2) 元請業者は、下請契約の締結後自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事に使用する資材 

若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを下請業者に購入させてその利益を害しないこと。

(3) 元請業者は、建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする 

下請契約を締結しないこと。

(4) 元請業者は、建設工事について、次に掲げる工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれ 

があると認めるときは、請負契約を締結するまでに、下請業者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のた 

めの必要な情報と併せて通知すること。

ア地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象

イ騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象

(5) 元請業者は、その請け負う建設工事について、次に掲げる事象であって、請負代金の額に影響を及ぼす事 

象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象 

の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。

ア 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰であって天災その他不可抗力により生じ 

るもの

イ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰であって天災その他不可抗力により生じ 

るもの

(6) 元請業者は、下請業者から法第19条第1項第7号又は第8号の規定による工期の変更、工事内容の変更又は請 

負代金額の変更について協議の申出を受けたときは、当該申出が根拠を欠く場合その他正当な理由がある場合 

を除き、誠実に当該協議に応ずるよう努めなければならない。

(7) 元請業者は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法等を定めようとする 

ときは、下請業者の意見を聴くこと。

(8) 元請業者は、下請業者からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受け 

た日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内にその完成を確認するための検査を完了すること。

(9) 元請業者は、前豈の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請業者が申し出たときは、直ちに当該 

建設工事の目的物の引渡しを受けること。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経 

過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合は、この限りでない。

(10) 元請業者は、当該元請業者について、法第24条の5で規定する違反行為があるとして、下請業者が国土交 

通大臣等(当該元請負人が許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事をいう。)、公正取引委員会又は中小企 

業庁長官にその事実を通報したことを理由として、取引の停止その他の不利益な取り扱いをしないこと。

(11) 元請業者は、下請契約の締結後、正当な理由がないのに下請代金の額を減じないこと。

(12) 市から直接工事を請け負った建設業者は、その工事における全ての下請業者に対して、この告示に定める 

事項を遵守するよう指導に努めること。

(建設工事の適正な施工の確保のための必要な措置)

第7条の2特定建設業者は、工事の施工の管理に関する情報システムの整備その他の建設工事の適正な施工を確保 

するために必要な情報通信技術の活用に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負大が、その下請負に係る建設工 

事の施工に関し、当該特定建設業者が講ずる前項に規定する措置の実施のために必要な措置を講ずることができ



ることとなるよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。

(下請代金の支払条件)

第8条 下請契約における下請代金の支払においては、市と元請業者との間の請負契約における支払条件とかかわ 

りなく、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 元請業者は、前払金の支払を受けたときは、下請業者に対しての資材の購入、労働者の募集その他建設工 

事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう努めること。この場合において、市から現金で前金払がなさ 

れる建設工事にあっては、下請業者に対しても相応する額を現金で前金払するよう努めること。

(2) 元請業者は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払 

の対象となった建設工事を施工した下請業者に対し、その支払額に相応する下請代金を、元請代金の支払を受 

けた日から1箇月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払うこと。

(3) 特定建設業者が注文者となった下請契約(下請契約における下請業者が特定建設業者又は資本金の額が

4, 000万円以上の法人であるものを除く。)における下請代金は、第7条第9号の申出の日(同号ただし書の特約 

がされている場合にあっては、その一定の日)から起算して50日を経過する日以前で、かつ、できる限り短い 

期間内において支払うこと。

(4) 元請業者は、注文した下請工事に必要な資材を自己から購入させる場合は、正当な理由がないのに、その 
工事の下請代金の支払期日前にその工事に使用する資材の代金を支払わせないこと。

(5) 元請業者は、下請代金の支払をできる限り現金払とし、現金払と手形払を併用するときは、当該支払代金 

に占める現金の比率を高め、少なくとも労務費相当分(社会保険料の本人負担分を含む。)については現金払と 

すること。

(6) 手形期間は、60日以内で、できる限り短い期間とすること。

(7) 元請業者の都合により下請代金の支払を現金払から手形払に改め、又は手形期間を延長するときは、当該 

手形の割引に要する費用又は増加費用は元請業者の負担とすること。

(8) 元請業者は、下請代金を手形で支払う場合は、一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業 

とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形は交付しないこと。

(下請業者の選定)

第9条元請業者は、下請業者の選定に当たっては、施工能力、経営管理能力、雇用管理及び労働安全衛生管理の 

状況、労働福祉の状況、関係企業との取引の状況等を的確に評価し、少なくとも別表第2に掲げる事項の全てを 

満たしている優良な者を選定するよう努めるものとする。

(施工体制の把握)

第io条 建設業者は、市から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために下請契約を 

締結したときは、施工体制台帳(別記第1号様式又はこれに準ずるもの)及び作業員名簿並びに施工体系図(別記第 

2号様式又はこれに準ずるもの)を作成し、当該建設工事の施工体制を的確に把握するものとする。この場合にお 

いて、規則第14条の2第1項各号及び同条第2項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気 

ディスク等に記録(同条第2項各号に掲げる事項についてはスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法 

を含む。)され、必要に応じて当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される 

ときは、当該記録をもって施工体制台帳への記載及び添付資料に代えることができる。

2前項の建設工事の下請業者は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、再下請 

負通知書(別記第3号様式又はこれに準ずるもの)及び作業員名簿を作成し、回堕の建設業者に通知しなければな 

らない。この場合において、当該下請業者は、前里の建設業者の承諾を得て、当該様式を電磁的方法により通知 

すること及び当該電磁的方法による通知をもって書面による通知をしたものとし、規則第14条の4第3該に規定す 

る書面の写しの記載事項がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられ 

たファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に表示されるとき 

は、当該記録をもって同項に規定する添付書類に代えることができる。

3前項の涌知事項(添付書類を含む.、)に変更があったときは、遅滞なく、当該変更があった年月日を付記して、 

変更後の事項について、同項の例により涌知しなければならない。

4 銓頁において、一人親方(従業員を雇っていない個人事業主。以下同じ。)として下請業者と請負契約を結んで 

いるために雇用保険に加入していない作業員がいるときは、第1項の建設業者は下請業者に対し、一人親方との 

関係を記載した再下請負通知書及び請負契約書の提出を求めるとともに、適切な施工体制台帳及び施工体系図を 

作成するものとする。

5箋!項の建設業者は、施工体制台帳を工事現場ごとに備え置くとともに、市長に提出しなければならない。

6第1項の建設業者は、施工体系図を当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げな 

ければならない。ただし、施工体系図の掲示については、国土交通省通知(施工体系図及び標識の掲示における 

デジタルサイネージ等の活用について(令和4年1月27日付け国不建第446号))の要件を満たした上で、デジタルサ 

イネージ等ICT機器を活用して行うことができる。

7作成建設業者(第!枣の規定により施工体制台帳を作成しなければならない建設業者をいう。以下同じ。)は、遅 

滞なく、その請け負った建設工事を請け負わせた下請業者に対し、诵知書(別記第4号様式又はこれに準ずるも 

の)により通知を行わなければならない。



8 銓真の規定による下請業者は、遅滞なく、その請け負った建設工事を請け負わせた下請業者に対し、通知書 

(別記第5号様式又はこれに準ずるもの)により通知を行わなければならない.この場合において、当該下請業者 

は、規刖第14釜の4第7項の規定により、その請け負った建設工事を請け負わせた下請業者の承諾を得て、当該様 

式を電磁的方法により通知すること及び当該電磁的方法による通知をもって書面による通知をしたものとするこ 

とができる。

(雇用条件等の改善)

第11条 建設業者は、建設労働者の雇用•労働条件の改善等を図るため、別表鈕に定める事項について措置する 

ものとする。

2 市から直接建設工事を請け負った建設業者は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号) 

及び労働安全衛牛.法(昭和47年法律第57号)の博守、労働者災害安全保険法(昭和22年法律第50号)に係る保険料の 

適正な納付、適正な工程管理の実施等の瓣置を講じるとともに、その建設工事における全てのイ請業者が前項の 

措置を講じるよう指導、助言その他の援助を行うものとする。

3市から直接工事を請け負った建設業者以外の元請業者は前垣の指導、助言その他の援助に関して協力するもの 

とする。

(市発注工事における届出等)

第12条市発注工事を直接請け負った建設業者が、その工事のー-部を下請業者に請け負わせたときは、下請業者と 

の請食契約締結後2週間以内に下請業者選定诵知書(別記第6号様式)により施工体制台帳及び施工体系図を市長に 

提出しなければならない。

2市から直接工事を請け負った建設業者は、その工事の主任技術者又は監理技術者を選任し、市との請負契約締 

結後原則として7日以内に主任技術者等選任通知書(別記第7号様式)を市長に届け出なければならない。現場代理 

人、監理技術者補佐又は専門技術者を選任したときも同様とする。

3第1項の届出事項に変更があったときは下請業者変更届(別記第8号様式)により、前項の届出事項に変更があっ 

たときは主任技術者等変更通知書(別記第9号様式)により、当該建設業者は、2週間以内に市長に届け出なければ 

ならない。

(点検及び調査)

第13条工事担当課長は、前条第1項による提出があったときは、別に定める方法により点検しなければならな 

い。
2 工事担当課長は、前項の点楡のほか、公共工爭の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(、K成12年法律第 

127号)第11釜各号のいずれかに該当している疑いがあるときは、その状況について別に定める方法により調査し 

なければならない。

(不正事実の申告)

第14条市発注工事に関して、建設業を営む者にこの告示に違反する事実があるときは、その利害関係人は、市長 

に対し、その事実を申告し、適正な措置をとるべきことを求めることができる。

2市長は、前項の申告を受けたときは、必要に応じ、調査等を行うものとする。この場合において、調査等は、 

前条第2項の規定を準用する。

(指導及び勧告等)

第15条 市長は、市発注工事に関して、この告示に違反した建設業を営む者に対し、必要があると認められるとき 

は、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2市長は、入札参加資格者が前項の規定による指導若しくは勧告に従わないとき、又は第12条に規定する届出等 

に虚偽の記載等があったときは、市発注工事の指名の際に考慮するものとする。

(その他)

第16条この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2この告示の規定は、施行の日以後に契約を締結する市発注工事について適用し、施行の日の前日までに契約を 

締結した市発注工事の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則(平成27年3月31日告示第81号)

(施行期日)

1この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2この告示による改正後の香取市建設工事適正化指導要綱の規定は、この告示の施行の日以後に契約を締結する 

市発注工事について適用し、施行の日の前日までに契約を締結した市発注工事の取扱いについては、なお従前の 

例による。

附 則(平成28年5月25日告示第128号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。



附 則(令和元年6月14日告示第19号) 

この告示は、公示の日から施行する。

附 則(令和3年3月3日告示第17号) 

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和3年4月1日告示第85号) 

この告示は、公示の日から施行する。

附 則(令和3年12月17日告示第165号) 

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

附 則(令和4年12月22日告示第182号) 

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

附 則(令和7年9月30日告示第145号) 

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条第1項)

(1) 工事内容
(2) 請負代金の額
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期
(4) 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
(5) 請負代金の全部又は一•部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び 
方法

(6) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場 
合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

(7) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑻価格等(物価統制令(昭和21年•勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく工事 
内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め

⑼工事の施工により第三者が損害を受けた場合における貝咅償金の負担に関する定め
(10) 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法 

に関する定め
(11) 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
(12) 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
(13) 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任 
又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

(14) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(15) 契約に関する紛争の解決方法
(16) その他国土交通省令で定める事項 

別表第2(第9条)

(I) 過去における工事成績が優良であること。
⑵その建設工事を施工するに足りる技術力を有すること。
(3)その建設工事を施工するに足りる労働力を確保できると認められること。
⑷ その建設工事を施工するに足りる機械器具を確保できると認められること。
(5) その建設工事を施工するに足りる法定資格者を確保できると認められること。
(6) 財務内容が良好で、経営が不安定であると認められないこと。
(7) 建設事業を行う事業場ごとに雇用管理責任者が任命されているとともに、労働条件が適正であると認めら 

れること。
⑻ ーの事業場に常時 io人以上の建設労働者を使用しているものにあっては、就業規刖を作成し、労働基準監 
督署に届け出ていること。

⑼ 建設労働者の募集は適法に行うことはもとより、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319歩)に違反 
して不法に外国人を就労させるおそれがないと認められること。

(io)過去において労働災害をしばしば起こしていないこと。
(II) 賃金不払を起こすおそれがないと認められること。
(12) 現に事業の附属寄宿舎に建設労働者が居住している場合においては、寄宿舎規則を作成し、労働基準監督 
署に届け出ていること。

(13) 取引先企業に対する代金不払を起こすおそれがないと認められること。

別表第3(第11条第1項)

1雇用及び労働条件の改善
(1) 建設労働者の雇入れに当たっては、適正な労働条件を設定するとともに、労働条件を明示し、雇用に関 

する文書の交付を行うこと。
(2) 適正な就業細!!の作成に努めること。この場合において、ーの事業場に常時10人以上の建設労働者を使 
用する者にあっては、必ず就業皿を作成の上、労働基準監督署に届け出ること。

(3) 賃金は毎月1回以上一定日に通貨でその全額を直接、建設労働者に支払うこと。
(4) 建設労働者名簿及び賃金台帳を適正に調製すること。
(5) 労働時間管理を適正に行うこと。この場合において、労働時間の短縮や休日の確保には十分配慮するこ 

と。

2安全及び衛生の確保
(1)労働安令衛生法に従う等建設工事を安全に施工すること.特に、新たに雇用した建設労働者、作業内容 

を変更した建設労働者、危険又は有害な作業を行う建設労働者、新たに職長等建設労働者を直接指揮監督す



る職務についた者等に対する安全:衛生教育を実施すること:
⑵災害が発生した場合は、当該下請契約における元請業者及び市から直接建設工事を請け負った建設業者 

に報告すること。

3社会保険の加人
(1)健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入し、保険料を適正に納付すること。なお、健康保険及び厚 
生年金保険の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険及び国民年金に加入するよう指導に努め 
ること。

4福祉の充実
(1) 任意の労働補償制度に加人する等労働者災害補償に遺漏のないよう努めること。
(2) 建設業退職金共済組合に加入する等退職金制度を確立するとともに、厚生年金基金の加人にも努めるこ 

と。なお、厚生年金基金の加入対象とならない建設労働者に対しても、国民年金基金に加入するよう指導に 
努めること。

(3) 常時使用する建設労働者に対しては、雇入れ時及び定期の健康診断を必ず行うこと。なお、その他の建 
設労働者に対しても、健康診断を行うよう努めること。

5福利厚生施設の整備
(1) 建設労働者のための宿舎を整備するに当たっては、その良好な居住環境の確保に努めること。この場合 

において、労働某準法(昭和22年法律第19号)における寄宿舎に関する規定を遵守すること。
(2) 建設現場における快適な労働環境の実現を図るため、現場福利施設(食堂、休憩室、更衣室、洗面所、浴 
室及びシャワー室等)の整備に努めること。

6技術及び技能の向上
(1) 建設労働者の能力の開発及び向上のため、技術及び技能の研修•教育訓練に努めること。
(2) 建設労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の 
労働者の適切な処遇を確保するための措置を効果的に実施するよう努めること。

7適正な雇用管理
(1) 雇用管理責任者を任命し、その者の雇用管理に関する知識の習得及び向上を図るよう努めること。
(2) 建設労働者の募集は適法に行うこと。
(3) 出入国管理及び難民認定法に津反して不法に外国人に耕労させないこと.

8その他
(1)前各項に定める事項のほか、令第7条の3各号に規定する法令を遵守すること。



別記第1号様式(第10条第1項)

別記

第I号様式(第10条備I項) (表)

施工体制台帳

年 月 日

会社苗

磐業所名

建戒業の

許 可

許可案帰 許可擀号 許n“更新)年月n

工事業
大臣特定

知事-般 策 呼
年 月 日

r事・染
大居物定

知事 般 第 号
平 月 日

-5"； 

郷
〇??TK-

及 ぴ
住 所

工 期
自 年 月 日

至 年 月 U 獎約n 年 月 F1

契 約

當一業所

成 分 名 称 住 所

元請奥約

F詰％約

就康保険葬 

の加入浜况

保険加入 

の在無

健讲保険 県生年金搽除 屈用保険

肺入 ーK•加入,

两用除外

加人 東加人

盗川除外

7JB1A 未加入
砌1除外

林所

粧理記号等

区分 営業所のお称 飴康保険 厚生年金保険 犀用保険

元詰契約

似契約

発注者の 

監督ii名
推眼及ぴ息見 

申|1I方法

監件貝名
權眼及び意見 

屮出方法

現 場

代理人名

権限及び遗兑 

巾出h法

監理技術石名 

主任技術看帝

専任 

非專任
a!榕内客

噬醐技術齐制们 啓格内容

尊 門

技術者名

电

H
門 

術者・

資格内容 資格内容

担 当

エ体内容

担 当

「邪内容

号特定技能外国人 

の従歩の状祝(有無>
有無

外国人技能実習生の 

従出の状温侑痢
有無



(ド甜負人5する小項)

携)

会社名 代表者名

住 所

工事名林

し 期
自 年 月 U
至 年 月 II

墊約口 年 月 口

建設業の

許 可

施匸に必要な許可業種 許4番号 許"H更新)年月日

工暮業
大庄特定

知事 般 筆 号
年 » 口

工郭業
大臣特定

紺・ 般 第 兮
年 月 H

健床保喚等 

の加入状況

保険加人 

の有無

健康保険 ":生年金保険 屈川保険

加入 未加入

am外
加入 未加入

遍別除外

加入 未加入

姦用除外

尊業所

整理配貯等

営蜜所の名神 躍康保険 眼生年金保険 泌・用保険

現場代理人名

施限及び 

意見屮出方法

な任技術者条
«任

刪"T

咨格内容

安仝衛生責任井名

安全衛キ推進考名

M用管理責任者某

専門技術者・名

賓整内容

抵岑工事内容

…号特定技能外国人 

の従・の状既(有無｝
有無

外国人技能実習生・め 

従1S状況(有無)
有無

榮施匸闽柑港ぬ泪寸件。 (建設業法施行・規刖第!4条の2単2啲
(1)堡注宥上作成建設染西S袖口契約及び件;成建設葉酉レド請的人の卜請契約に保互弔月喚約股び•靈史契約め變約 

凿而の耳L
(2 ) T・任技術者マはは理枝術看が主任快術看餐格ズは糅成枝術看皆格を有する事を証する&而及び当殊ボ任枝術指

乂は監理技術者が作成逮設擄者に雇刑期隅を特に眼定するこ土なく,眠用されている若であることを註する將面又 

はこれらの写L
U )箫翊能術者補佐を胃•"さ は,そ の若か鷺濟留时補佐:資格整府す る こ と を証す る茜面及ぴ ぞ の者が作h雄設 

卷占に就用期間を枸二跟ることなく照用されている者ーで拘ることを証する样面乂はこれらの耳し

3) 専門技術者をおく里合は、その香が|:住崔術者資格を布することあ証する書面及びそめ者か作成建夜黛右に用!

用期!IIJな特に曝定することなく屉税されている者であることを哉する菁面又はこれらの乎し
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第3号様式(第10条第2項)

第3号様式(第10条第2項) (表)

再下謂負通知蒼

年 月 0

直近上位

注文者名

(報告下請負楽者) 

住 所 

痛后又は名祢 

代表者名

«自社に関する事項!

顷名称

及 び

「市内容

X 期
自 年 月 H
至 年 月 日

注文者との 

契約H
年 月 I1

建設菜の

井 可

18エに必要な許可業種 許可器号 許可(更新)年•月II

」一市棄
大住特定

知事一般 第 号
年 n it

ェ糅 大臣蓉定

知事嫩 第 骨
年 月 H

健Uf保険誓 

の加人状況

保険加人 

の布・無

健価保険 障生年金保険 屈用保:険

加入 未・加入

诡用除外

加入 未:加入

遍用除外

刎入 未加入

痛用除外

・菓所

整理記号等

営業所の名林 健除保険 障生年金保険 雇用保険

安全衛・生世任者名

安全衛生推進者名

研・用管理責任#名

専1叫技術者名

資格内容

担当工車内容

K【督旦勢

権限及び 

意見巾出方法

以埸代理人名

推限及び 

江見巾出方法

主任技術占名
専任

非叫壬

資メ内容

-・特定技能外国人 

の従1S状況(仃無｝
有無

件国人技能実習生の 

従W状況(有無)
有無

元請名林



(时FMfttW係)____________________________ 啓下aWMB者及び再下由榮的8B係ほついて灰のとおりW告いたしまヰ.

(裏)

会It名 代枝若名

住 所

躍話溶呼

ェ-冏豚
及 び
E・内容

匸 撤
n 年 月 日

至 年 月 日
約!I 年 月 日

建設粟の

許 可

瓶口こ必要な苔何業種 許"番号 許tれ更新)年月日

工事駕
大区桁定

知麻一般 第 ・
年 !I H

rwae XK特定 

知事•殷 第 号
年 « 11

健価保険等 

の加人状況

保険加入 

の村無

健谏保険 障‘1沖金侃険 雇用保険

加入 未.肺入

適用豚外

加入 未加入

適用味外

州人 未加入

ifi用除外

U黑所

整理記号等

営乗所の帝杵 雌發保険 ゆ生年金保険 屈用保険

安全衛生貴任者卒

安全徒Fk推進者名

酮用曾理責任者名

専旳技術者名

資格内容

肌当エ:少內容

現馬R理入名

権限及び

意払申出方法

主任技術若名
専任

非専任

資格内容

發仰下帅如対辞の添付冉Hl (雄世・數法施肖規期第H条い4癖3項｝
•再 む什通加人がI叩EM人と崂結し,’1初奖約及!7変豐•架約の染的!hffiの通L

一件轴定枝能外国人 

の衝小の状況(右養｝
有無

外国人技能実習生の 

従怔の状況(有無)
有 熙



第4号様式(第10条第7項)

第・•ち棵式(第10条第,項)

年 内 日

(HfrfeA) 様

作成紺設業者の住所

商号又はを称

代表者名

通 知 書

ェW・の名梆

し 期 年 月 日〜 年1! FI

私は,扫記エ少に関し.公夫:E布め入札及ぴ契約の遮疋化の捉進に関する法律第15条笫1攻の規 

定により庵 I样制拧帳を作成す苟樂設業看に疫当することとなったので、飛設業法施行棍則第14条 

の3第1哝の規定により,卜記のとおり通!il I.吏也

1I一記Iびの施!体制合賴作成部設業者は•以Fのとおりです。

作成姓設楽汚の 

商修乂は名称

2あなたが請け負った理,没匸川を他め出設業を営む者に請け負わせる場合には•公共5tの人札 

及び臭約の適壬化の促進に関する法作第布圣第1項の規定にkリ、再F辭負通知・を行ねなければ 

なりません。

I・記の再FM負通曲を提出する場所は、以Fのとおりとします。

蜓出場所め名称

提用坍所の所在地



第5号様式(第10条第8項)

第5!；・櫟式(第10条第8項)

年 内 日

(再F請負通再人の負«I食人ノ様

再下請負诵加人の任 仇

商号又はを称

代表者名

通 知 書

ェW・の名梆

し 期 年 月 日〜 年1! FI

私は,扫記エ少に関し.公夫:E布め入札及ぴ契約の遮疋化の捉進に関する法律第15条笫1攻の規 

定により再ド請負通知人に該’耳することとなったので、雄設樂法施行規則第M条の4第2項の規定 

により,卜記のとおり通知します“

1I一記Iびの施!体制合賴作成部設業者は•以Fのとおりです。

作成姓設楽汚の 

商修乂は名称

2あ な た が請け負っ た理,没匸川を他め出設業を営む者に請け負わ せ る場合に は•公共5tの人札 

及び臭約の適壬化の促進に関する法作第布圣第1項の規定にkリ、再F辭負通知・を行ねなければ 

なりません。

I・記の再FM負通曲を提出する場所は、以Fのとおりとします。

蜓出場所め名称

提用坍所の所在地



第6号様式(第12条第1項)

第6ち糅式(第12条第1項)

下請業者選定通知書

年 内 日

否取市長 樣

住所

商サ又は卒防 

代表者名 

迎話番片

1•エ市名群

2. X 期 年 JI 日〜 年 月 日

3. 訥負代金額

上記建設工藝の廊を請け負った下請案若については、次のとおりですので、舌取市 

建設工事適正化指;耳要JW第12条第1項の規定及び却設工辜請負契約約款第?条第1項の 

規定により提出しよす.

る海付»類

注交者名

下誚に附し た 

工 事風別又 は 

範 囲

下 請 養 若 下誚区分

(第1 ,第2 
下請専の区 

分)

商時又は名称 

代茂者K名
住 所

電話潘号

許可

番号
許可業種

※添付書辑 施工体制台帳•施工体系図及び傅下計 ［通旬の吁し並びにこれら書頻に係



第7号様式(第12条第2項)

第7号・樣式(第12条第2项)

年 内 日

存収市長 標

住所

商号又はを称

代表者奉 

靈話希号

主任 技術者等選任通知書

このことについて, 年 月 日契約に係る 工唯に関

し、卜.記の者を選任したので香取巾建設口h施正化用専愛網第!2条第2項の・出企泡びに建設rが詁 

負契約約款第11条第1mの珥序により通知します-

更場代理大
じ任技術者 

監理技術若
席理技術者補佐 専叫技術者

ft 名

※添付・類

上任:技術者•監理技術者•監理技術者補化及び專門技術杵については•音格を就明する•斗煩の写 

し及び由按的かつ恒常的な械用関係にあることを而间する浅類の写L

俄) 主任技術者、賦理技術者の阉は,区分に応じて4、要なものを抹消すること“



第8号様式(第12条第3項)

第8写棵式(第12条第3項)

下請業者変更届

年 « n

杏収沛長・ 様

住所

商号又は率称

代表者名

霍話推却

I•工,K *
2. X !9|
3. m演代金額

年 月 日〜 年 H

I:記建殺に関し, 年 U付でで知したFM槊茬について、次のとおり変更

Lたので杏眼市建股1#遮正化指埠耍綱第祀条第3項の規定並びに建成E1牌①契約約款第7条第 

2項の規定により届出し主す。

区 分 変更l«J
変更後 

(迎加を含む】
変更価

変更後

(迫加を含む)

注文希冬

1滿にPHした工野の 

種制又は範囲

下 

捕 

%

者

麻号乂は塔称 

代我者氏名

所在地 

術詁麻号

許可曲・

許可爲種

F ifi区分

変 更 H 年 月 H 年 月 日

※添付停拍

施「体州合札施! K体系図及び再ド請負诵切の号し控びにこれら冲捌に係る添付莒涸



第9号様式(第12条第3項)

第9ち棵式(第12条第3項)

年 月 n

存収市長 標

住所

曲号又は若林

代表者布 

««番号

主任技術者等変更通知嘗

年 月 H契初に孫る 工米に関し、 年 fl H付で

通知した について.ド記のとおり変更しましたので.香取市建設工市適正化梅尊要

綱第!2策第3頊の規宏により価知します。

変 更 iKj 変 更 後

氏 名

※添付冉’類

変四後の主任せ術者.臨理技術者•監理技術者補佐及び専1*1诙蘇奔については,資搭を証明する 

冲類の写し及び点接的かつ悅常的な.仙川関係にあることを証明するM類の写し



第10号様式(第6条第3項第1号カ、第6条第5項第1号キ)

第国岩様式｛第6条第3項第1岩カ•第6条第5用第1号キ)

年 时 日

人員の配置を示す計画書

対鏡期間 皓 月 日～ 年 H 日対須期關 皓]] ロ ～ 年 H 日

建設業看 が:

所在地

在任!蜥看 

又は監冉枝 

甫置穏 
帯芽实”轉班倉 
牴・俱郴4T)

氏名

所腐g所名 繼iT冬あ&の場合のん紀報

一 H尊均の 

法定:外お躡盼閘
堵込み崎岡 実統時間

it般工解! 「・事名林

匸市果揚所花地

噸約歸結営業所
佛 海口むの占の!afi•刀み詛收 

は1記商雄世彙所とHじで 

訪る必要函花地

建霊工申の内常 瓠法31R第|上段のどM

請日代佥め涌
9t DilXkiV* iti xnqa^ii 
ケtamjiir飴う妃員

移動州1] « I El VilM«ftA-^Mi4?rtillt4 
內F・母君麦

1、翩次敏 德3次以内である0耍

1・事現場の帷匚 

体制の嘛お刀法

崎報通侶機器

連絡也

氏命

所故糾1

実務の経験 
*f * -Al -Pril： 
g A・职 
741 *x：ft.'：Kir 
It it 
e

工非名称 mm
年 JI〜 年 N

年用～ 年 /i

合針年 M

■■：■..-• 1 •!' 2丄顶名料

所花地

建證1厢の内岩 讒決用匕陽のどれッ

帝れ代金の額
左如庫梟无

rt.se.*

弾動時刪
« | し 1 vs?i■< Rfi - -■ ■ n «Mii w 
IM

1•站次散 鹽3次以内で痢る必要

!び琪場の廠r. 
休割の硬認方法

悄械通信欖器

連絡隽

用福会科:

実花に瘠簾
夜上本A UK X
111*% 式1唯”
•ns-に紀章
津宣携のif 駐ほ1
帰fAli「吊る£•»

槌" muni
年 日〜 年 月

年 H ～ «l /I

合針 年 月


